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（３）令和７年度自治協力員提出【提出期限　３月２７日(金)】
　
　令和８年度　自治協力員報告書　
令和　　年　　月　　日
（宛先）狭　山　市　長　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 自治会名　　　　　　　　　　　　　　自治会
 自治協力員氏名
狭山市自治協力員設置規程（昭和46年2月23日規程第41号）第４条に基づき当自治会の自治協力員を
下記のとおり報告します。また、個人情報の取り扱いについては、別紙（裏面）の内容について承諾します。

■ 自治協力員
	ふ　り　が　な
	生年月日
	住　　　　　　　所

	氏　　　　　名
	
	

	
	昭和
 　　年 　　月 　　日
平成
	

	
	
	


	電話番号　１
	電話番号２
	メールアドレス

	
	
	


■ 自治会集会所（自治会館）住所　　　　　　　　　　　　　      名称　　　　　　　　　　　　          

電話番号　　　　    　－　　　　　　
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【自治協力員とは】
自治協力員は、市行政の円滑な運営を図るため必要と認める地域の自治会に置くもので、下記の内容で
職務に就いていただきます。
（１）任　　　期：　該当年度４月１日から３月３１日まで（１年間）
※途中変更がある場合は前任者の残任期間になります。
（２）職　　　務：　①市と自治会との連絡調整事務に関すること
②行政刊行物の配布の調整に関すること
③市長が特に必要と認めること
（３）報告書の提出：自治協力員は、年に２回（９月と３月）に自治協力員活動報告書の提出が必要と
なります。また、自治協力員代理者活動報告書を３月に提出していただきます。
※自治会独自の活動を報告するものではございません。
　（４）報  償  金：　自治協力員に対しては、上記報告書の提出に基づき、自治協力員報償金を支給します。
同様に代理者に関しては代理者謝礼金を支給します。

【別紙】
今回提出して頂いた報告を基に、自治協力員と行政との円滑な連絡を目的として
自治協力員名簿を作成いたします。この名簿は行政からの通知や連絡等、自治協力員の
職務に関して連絡が必要である場合に利用します。
なお、個人情報の第三者への提供については提供依頼者の連絡先等を確認した上で
口頭のみとし、自治協力員への連絡が職務の遂行及び、属する自治会の円滑な運営に
寄与するものについてのみ提供させていただきます。
名簿の配付先は名簿提供依頼の届出のあった市役所内部組織、行政関係団体とし、
名簿の管理については、狭山市個人情報の保護に関する法律施行条例に基づき、狭山市で
適正な管理をしてまいります。また、各自治会の会長名については、自治会の情報と共に
狭山市地域ポータル「さやまルシェ」にて掲載させていただきます。
LoGoフォーム提出用二次元コード


※自治協力員代理者報告書と同一のフォームです。


　紙提出の場合は２枚となりますが、LoGoフォームでは一度に回答できます。





裏面をご確認ください。








